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只今から平成３０年第４回大洲市農業委員会定例総会を開会いたしま

す。開会に当たり、宮浦会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

只今から議案審議に移らせていただきます。会議規則第３条によりま

して、宮浦会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

これより本日の会議を開きます。 

出席委員は農業委員１９名中１８名、推進委員２０名中１９名で定足

数に達しておりますので、総会が成立していることをご報告申し上げま

す。 

本日、４番 尾山満則委員、また、２７番 垣見正志委員より欠席の

報告を受けております。 

本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりでございます。 

まず、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員に、２３番 水本福泉委員、また、２４番 池浦萬里

子委員を指名いたします。 

次に、日程第２、書記の指名を行います。 

本日の会議の書記に事務局の土居書記を指名いたします。 

それでは、日程第３、議案審議に入ります。 

 

まず、議案第３０号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

議案第３０号「農地法第３条の規定による許可申請について」をご説

明します。 

議案書１ページをご覧ください。 

１番、柚木の土地、畑１筆・１００㎡は売買による所有権の移転です。 

所有権移転後も、引き続き露地野菜の栽培を行います。 

農業は、譲受人本人が年間を通して従事します。 

２番、喜多山の土地、田１筆・８９０㎡も売買による所有権の移転で

す。 

所有権移転後も、引き続き水稲の栽培を行います。 

農業は、譲受人本人が年間を通して従事します。 

３番、同じく喜多山の土地、畑４筆・合計１１，３７４㎡は贈与によ

る所有権移転です。 

所有権移転後は、麦の栽培を行う予定です。 

農業は、譲受人夫婦及び母が年間を通して行います。 

４番、白滝の土地、田３筆・１，９０２㎡、畑３筆・６９２㎡、樹園

地１筆・１，２５５㎡。 

売買による所有権の移転です。 

所有権移転後は、水稲、野菜及び果樹の栽培を行います。 

農業は、譲受人本人が年間を通して従事します。 

修正をお願いします。１０ａ当たりの対価の額ですが、１６,３０３円

になります。かなり安い金額となっておりますが、譲受人は家屋、宅地、

農地を含む全ての物件を購入しており、農地の分については割合で算出

していただいておりますので、ご了解をお願いいたします。 

以上、４件のご審議をよろしくお願いします。 
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只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員さんより報告

をうけたいと思います。１番。 

 

１番案件について、ご説明いたします。議案説明資料１ページをご覧

ください。 

この案件につきましては、譲受人が自己住宅に隣接する申請地を売買

により取得しようとするものです。 

申請地は、市役所から東南に約９００ｍにある畑１筆になります。住

宅地の一区画になりますが、現在も良好に管理されています。 

譲受人は市内に農地を所有しておりませんが、西予市に農地を所有し

ており、年間を通して農業に従事しております。 

その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第７号関係ま

での規定に該当する事項はないことから、特に問題はないものと思われ

ます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい。それでは、２番。 

 

２番、３番案件については、私の担当になりますので、併せて説明い

たします。議案説明資料２ページ及び３ページを参考にしてください。 

２番案件は、譲受人が自己住宅に隣接する申請地を売買により取得し

ようとするものです。 

申請地は、新谷公民館の北東に約２．２㎞にある田１筆になりますが、

現在も良好に管理されています。 

譲受人は年間を通して農業に従事しており、これまでに耕作管理に関

する問題は生じておりません。 

３番案件は、国営「麓団地」内にある畑４筆になります。 

県外に住んでいる兄から地元に住んでいる弟へ贈与による所有権移転

になります。 

農業は、譲受人夫婦とそのお母さんが年間を通して従事しており、今

後の耕作管理にも不安はないものと考えます。 

以上、２件の申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明

資料に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第７号関

係までの規定に該当する事項はないことから、特に問題はないものと思

われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

続いて、４番。 

 

４番案件について、ご説明いたします。議案説明資料４ページをご覧

ください。 

４番案件は、売買による所有権移転です。 

申請地につきましては全部で７筆ありますが、ＪＲ白滝駅周囲約２０

０ｍの範囲内に位置しております。田については水稲を作付け、畑には

野菜、樹園地は梅やかんきつ類が植えられており、良好に管理されてお

ります。 

今回、市外に居住する譲渡人が所有する家屋等を含みます物件全てを

譲りたいとのことで申請に至っています。 
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譲受人の経営面積は０となっていますが、実家で農作業に従事してい

た経験もあり、所有権移転後の管理に問題はないものと考えます。 

調査結果につきましては、議案説明資料に記載のとおりで、農地法第

３条第２項の第１号関係から第７号関係までの規定に該当する事項はあ

りません。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、地元委員さんからの報告がありましたが、何かご質疑はござい

ませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可することに

ご異議はございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可することに決定いた

しました。 

次に、議案第３１号「農地法第４条第１項の規定による許可申請につ

いて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第３１号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」

をご説明いたします。 

議案書２ページ、並びに別紙「議案説明資料」の５ページから２２ペ

ージを併せてご覧ください。 

１番、若宮の土地２筆です。 

申請地近くでアパートを所有されておりますが、駐車場が不足してい

るため貸駐車場及び自己駐車場として利用するほか、自己住宅横には金

木犀などを植え、庭として活用するものです。 

申請地は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（第１

種住居地域）に該当することから、第３種農地と判断いたしました。 

なお、平成１１年にアパートを建築した際、入居者分の駐車場が不足

したため、申請地の大部分を駐車場に造成し、また、一部を庭として利

用しておりますが、今回の申請は是正を目的とした追認案件でありまし

たので、始末書を提出いただいており、県に違反転用事案報告書を提出

する予定でおります。 

一般基準の各審査項目につきましては、別紙議案説明資料５ページを

ご確認ください。 

２番、東大洲の土地２筆です。 

将来の安定収入を得るための基盤として、賃貸長屋住宅を建築するも

のです。 

申請地は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（第二

種中高層住居専用地域）が定められている区域内に位置する農地である

ことから、第３種農地と判断いたしました。立地基準及び一般基準の各

審査項目につきましては、別紙議案説明資料９ページをご確認ください。 

３番、田処の土地１筆です。 

申請人は、高齢で農作業が困難な状況にあり、また災害により土砂が
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流入するなど農作業が困難な状況にあることから、杉を植林するもので

す。 

本案件は、本年１月の第１回定例総会において、農用地区域除外につ

いてご審議いただきました案件の土地であり、農用地区域除外分につき

ましては、農振法の１１条公告がなされています。 

除外後の農地区分は、付近には公共施設等がなく、一定規模以上の農

地の集団性がない生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断

いたしました。 

立地基準及び一般基準の各審査項目につきましては、別紙議案説明資

料１４ページをご確認いただいたらと思います。 

４番、新谷の土地１筆です。 

申請地は、国道５６号線の沿線で新谷地区中心部からも近く、学校や

病院等にも近い立地環境にあり、共同住宅の需要・要望が高いため賃貸

共同住宅を建築しようとするものです。 

申請地は、市内中心部から東北東に約６㎞に位置し、おおむね３００

ｍ以内に大洲市役所新谷連絡所が存する区域内にある農地であることか

から、第３種農地と判断いたしました。  

一般基準の各審査項目につきましては、別紙議案説明資料１８ページ

のご確認をお願いいたします。 

以上、４件です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員さんより報告

を受けたいと思います。１番。 

 

１番案件について、調査結果をご報告申し上げます。 

説明資料の説明資料の５ページから８ページをお開きください。 

まず、立地基準である第２号の「代替性要件」につきましては、説明

資料記載のとおり問題ないと考えます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、資力及び信

用につきましては、自己資金で行いますし、転用面積の妥当性につきま

しても、問題ないと思われます。 

また、先程事務局から説明がありましたように、すでに大部分を露天

駐車場及び庭として造成されており、この件につきましては違反転用の

状況にあることから、本人も始末書を提出し、大変反省をされておりま

す。 

第４号の「周辺農地等への影響」につきましては、申請地の北側は住

宅や畑がありますが、いずれも自己所有地であり、東側、西側、南側は

市道に囲まれていて、隣接地も学校用地であり、問題ないと考えます。 

よって、本件は農地法第４条第２項の各号には該当しないため、許可

相当として追認許可はやむを得ないものであると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

はい。続いて、２番。 

 

２番案件について、調査結果をご報告申し上げます。 

説明資料の９ページから１３ページをご覧ください。 

まず、立地基準である第２号の「代替性要件」につきましては、第３

種農地であることから、問題ないと考えます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」につきましては、許
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議 長（会長） 

可があり次第着工するとのことであり、問題ないと思われます。 

また、転用面積の妥当性につきましても、問題ないと思われます。 

第４号の「周辺農地等への影響」につきましては、申請地に隣接する

北側に農地がありますが、造成の際には周囲をコンクリート擁壁・構造

物で土留を行なうほか、雨水等の処理も農地へ進入しないよう工事を行

うとのことでありますので、問題ないと考えます。 

よって、本件は農地法第４条第２項の各号には該当しないため、許可

相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい。続いて３番ですが、私の方から座って説明をさせていただきま

す。 

３番案件について、調査結果をご報告申し上げます。 

説明資料の１４ページから１７ページをご覧ください。 

本件につきましては、今年１月に開催されました第１回定例総会の議

案第７号「農業振興地域整備計画の変更について」におきまして、農地

転用を前提とした農用地区域の除外を審議した案件でございます。 

調査結果は、第１回定例総会においてご説明いたしましたとおり、立

地基準、一般基準において、どちらもその時の状況と変わっておりませ

んので、調査報告書記載のとおり問題ないものと考えております。 

また、周辺農地等への影響につきましては、申請地に隣接する農地が

ありますが、農地所有者からの同意を得ており、各項目につきましても

適当と思われることから問題ないと考えます。 

よって、本件は農地法第４条第２項の各号には該当しないため、許可

相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

それでは、続いて４番。 

 

４番案件について、調査結果をご報告申し上げます。 

説明資料の１８ページから２２ページをご覧ください。 

まず、立地基準である第２号の「代替性要件」につきましては、第３

種農地であることから、問題ないと考えます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」につきましては、許

可が有り次第、着工するとのことであり、問題ないと思われます。   

また、転用面積の妥当性につきましても問題ないと思われます。 

第４号の「周辺農地等への影響」につきましては、申請地に隣接する

西側に農地がありますが、周囲には土砂流失防止のためのコンクリート

擁壁を施工するほか、排水も北川の水路へ適切に行うとのことでありま

すので、問題ないと考えます。 

よって、本件は農地法第４条第２項の各号には該当しないため、許可

相当であると考えます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、地元委員さんからの報告ありましたが、何かご質疑はありませ

んか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり変更承認相当と
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事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して送付することにご異議はございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可相当として送付する

ことに決定いたしました。 

次に、議案第３２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いて」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第３２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

ご説明申し上げます。 

議案書３・４ページ並びに別紙「議案説明資料」の２３ページから５

１ページまでを併せてご覧ください。 

１番、東若宮の土地、３筆、４５９㎡の案件は、大洲市において不動

産業を営んでいるが、住宅地として需要が見込めることから、宅地とし

て造成し販売するため、申請地を売買により取得しようとするものでご

ざいます。 

農地区分は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（準

工業地域）内にある農地であることから、第３種農地と判断しておりま

す。したがいまして、立地基準には適合しており、一般基準について審

議をお願いいたします。 

２番、五郎の土地、１３㎡の案件は、現在松山市に居住しているが、

高齢となり安心して老後を過ごしたく帰郷するため住宅を購入するが、

駐車スペースがないことから、新たに駐車場を確保するため申請地を売

買により取得しようとするものでございます。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と一般基準を中心に審議をお願いいた

します。 

３番、八多喜町の土地、３６３㎡の案件は、現在、両親、祖父母と同

居し料理店を営んでいるが、結婚に備えることから、新たに自己住宅を

建築するため、申請地を祖父から譲り受けようとするものでございます。 

農地区分は、おおむね３００ｍ以内に八多喜連絡所が存する農地であ

ることから、第３種農地と判断しております。したがいまして、立地基

準には適合しており、一般基準について審議をお願いいたします。 

４番、柴の土地、２筆、２５７㎡の案件は、現在借家に居住している

が、子供も生まれ家財道具も増え手狭になったことから、新たに自己住

宅を建築するため、申請地を父より使用貸借し、さらに隣接地を売買に

より取得しようとするものでございます。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心に審議をお願いい

たします。 

なお本案件は、本年第３回定例総会において農振地域からの除外案件 

として審議いただいたものでございます。 

５番、肱川町大谷の土地、９７９㎡の案件は、現在、当寺院の来客用

駐車場が狭く参拝客に不便をかけていることから、新たに露天駐車場を
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議 長（会長） 

 

 

２番  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確保するため、申請地を住職から譲り受けようとするものでございます。 

農地区分は、おおむね５００ｍ以内に大谷自治センターが存する農地

であることから、第２種農地と判断しております。したがいまして、立

地基準の代替性と一般基準を中心に審議をお願いいたします。 

なお本案件は、本年第２回定例総会において農振地域からの除外案件

として審議いただいたものでございます。 

６番、肱川町名荷谷の土地、２６３㎡の案件は、現在借家に居住して

いるが、狭く不便であることから、新たに自己住宅を建築するため申請

地を父より使用貸借しようとするものでございます。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と一般基準を中心に審議をお願いいた

します。 

 以上、６件でございます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず地元委員さんより報告を

受けたいと思います。１番。 

 

それでは１番案件の調査結果をご報告いたします。 

 議案説明資料の２３ページから２７ページを参考にしてください。 

 申請地は、２５ページの位置図のとおり、市立図書館の北東、約１０

０ｍに位置する農地です。 

 まず立地基準ですが、事務局説明のとおり第３種農地ですので、問題

ないと思われます。 

 次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第金融機関からの融資にて着工したいとのことであり、また転用目的

が宅地分譲とのことで土地の造成のみとなりますが、都市計画法規定の

用途地域内での事業であることから、問題ないものと思われます。 

 また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、２６ページの地番地

目図のとおり西側に農地がありますが同意が得られていることから、特

に問題ないものと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい、続いて２番。 

 

失礼します。 

２番案件、尾山委員さんに現地調査をしていただいていたわけであり

ますけれども、本日欠席されるということで、原稿をお預かりしており

ますので、私が代読させていただきます。 

それでは、２番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の２８ページから３２ページを参考にしてください。 

申請地は、２９・３０ページの位置図のとおり、五郎３区集会所の北、

約８０ｍの五郎３区に位置する農地です。 

 まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり
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次第自己資金にて着工したいとのことですので、問題ないものと思われ

ます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、３１ページの地番地

目図や写真のとおり、周辺に農地はありませんので、特に問題はないも

のと思われます。 

 よって、本件は農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許可

相当であると考えます。 

 以上でございます。 

 

 続いて、３番。 

 

失礼します。 

それでは３番案件の調査結果をご報告いたします。 

 議案説明資料の３３ページから３７ページを参考にしてください。 

 申請地は、３４・３５ページの位置図のとおり、八多喜連絡所の東北

東約２３０ｍ、東中学校のグランドのすぐ西側に位置する農地です。 

 まず立地基準ですが、事務局説明のとおり、第３種農地ですので、問

題ないと思われます。 

 次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第自己資金及び親や祖母の援助にて着工したいとのことですので、問

題ないものと思われます。 

 また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、３６ページの地番地

目図のとおり、すぐ南に畑がありますが、市道を挟んでおり影等の影響

もほとんどないと考えられることから、特に問題は生じないものと思わ

れます。 

 よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい。続いて４番。 

 

失礼いたします。 

それでは４番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の３８ページから４２ページを参考にしてください。 

申請地は、３９・４０ページの位置図のとおり、養護老人ホームさく

ら苑の北西約１００ｍに位置する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

また本案件は、事務局から説明がありましたように、本年第３回定例

総会において農振地域からの除外案件として審議いただいたものでござ

います。その際に、農地転用を前提とした調査を実施し、報告しており

ますが、その時と状況は変わっておらず、立地基準、一般基準、いずれ

も調査報告書記載のとおり問題ないと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

続いて、５番。 
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議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

失礼いたします。 

それでは５番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の４３ページから４７ページを参考にしてください。 

申請地は、４４・４５ページの位置図のとおり、大谷簡易郵便局の隣

にある大谷自治センターの南東約３９０ｍに位置する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

また本案件は、事務局から説明がありましたように、本年第２回定例

総会において農振地域からの除外案件として審議いただいたものでござ

います。その際に、農地転用を前提とした調査を実施し、報告しており

ますが、その時と状況は変わっておらず、立地基準、一般基準、いずれ

も調査報告書記載のとおり問題ないと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

続いて、６番。 

 

失礼いたします。 

それでは６番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の４８ページから５１ページを参考にしてください。 

申請地は、４９・５０ページの位置図のとおり、鳥首の大川橋から西

に約２㎞の共栄地区に位置する農地でございます。 

 まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

 次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第金融機関からの融資にて着工したいとのことですので、問題ないも

のと思われます。 

 また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、５１ページの地番地

目図のとおり南東側に農地がありますが、その畑の方が数メートル高い

ことや５ｍ以上離して家を建築する計画となっており、特に問題はない

ものと思われます。 

よって、本件は農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許可

相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい。只今、地元委員さんからの報告がありましたが、何かご質疑は

ありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可相当として

送付することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可相当として送付する

ことに決定いたしました。 

次に、議案第３３号「非農地証明について」を議題といたします。 
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事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第３３号「非農地証明について」ご説明申し上げます。 

議案書５ページ並びに別紙「議案説明資料」の５２ページから５４ペ

ージまでを併せてご覧ください。 

１番、五郎の土地、１０３㎡の案件は、農地法施行（昭和２７年１０

月２１日）前から非農地ということで申請があったものでございます。 

申し出によりますと、申請地は、閉鎖登記簿によると少なくとも昭和

５年にはすでに住宅用地として使用されており、その後建て替えはあっ

たもののずっとその形態は変わっておらず、現在に至るまで一度も農地

として使用されたことはない、とのことでございます。 

以上１件、１筆、１０３㎡でございます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず地元委員さんより報告を

受けたいと思います。１番。 

 

失礼します。 

先ほどの５条でも申し上げましたが、尾山委員さんが今日ご欠席でご

ざいますので、原稿をお預かりしております。それでは、代読したいと

思います。 

それでは、１番案件の調査結果を報告いたします。 

議案説明資料の５２ページから５４ページを参考にしてください。 

申請地は、５３ページの位置図のように五郎３区集会所の北、約９０

ｍの五郎３区に位置し、５条案件で説明した農地に道を挟んで隣接して

いる農地です。 

申請によりますと、昭和５年頃にはすでに住宅用地として使用してお

り、以後、農地として使用したことがないことから、「農地法施行前か

ら非農地」との申し出です。 

申請者の申立、閉鎖登記簿、米軍撮影の航空写真等を総合的に検証・

判断いたしますと、本件土地は法施行前から宅地として利用され、現在

に至っているものと認められます。 

よって、本件は、非農地と判断して差し支えないと考えます。 

以上でございます。 

 

地元委員さんからの報告ありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、この証明願の土地については非農地

と判断し、証明書を交付することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、この証明願の土地は非農地と判断し、証明書

を交付することに決定いたしました。 

次に、議案第３４号「農用地利用集積計画の決定について」を議題と

いたします。 
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事務局の説明を求めます。 

 

議案第３４号「農用地利用集積計画の決定について」をご説明します。 

議案書の６ページをご覧ください。 

１番 引き続き野菜を栽培するため、賃借権を１０年間設定しようと

するものです。 

２番 引き続き野菜を栽培するため、賃借権を５年間設定しようとす

るものです。 

３番及び４番 引き続き水稲を栽培するため、賃借権を５年間設定し

ようとするものです。 

５番 新たに農地を借り受けて、水稲を栽培するため、賃借権を５年

間設定しようとするものです。 

６番 引き続き水稲を栽培するため、賃借権を５年間設定しようとす

るものです。 

８ページです。 

７番 引き続き水稲を栽培するため、賃借権を５年間設定しようとす

るものです。 

８番から９ページの１２番まで、新たに農地を借り受けて、水稲を栽

培するため、賃借権を１０年間設定しようとするものです。 

１３番 引き続き葉たばこを栽培するため、賃借権を５年間設定しよ

うとするものです。 

１４番 新たに農地を借り受けて、葉たばこを栽培するため、賃借権

を５年間設定しようとするものです。 

１０ページ。 

１５番 新たに農地を借り受けて、果樹を栽培するため、賃借権を１

０年間設定しようとするものです。 

１６番及び１７番 引き続き水稲を栽培するため、使用貸借権を５年

間設定しようとするものです。 

１１ページ。 

１８番 引き続き水稲を栽培するため、使用貸借権を５年間設定しよ

うとするものです。 

１９番 引き続き水稲を栽培するため、賃借権を５年間設定しようと

するものです。 

２０番 引き続き水稲を栽培するため、使用貸借権を５年間設定しよ

うとするものです。 

２１番 新たに農地を借り受けて、果樹を栽培するため、賃借権を１

０年間設定しようとするものです。 

２２番 引き続き水稲を栽培するため、賃借権を５年間設定しようと

するものです。 

１２ページ。 

２３番 引き続き水稲を栽培するため、使用貸借権を５年間設定しよ

うとするものです。 

２４番及び２５番 新たに農地を借り受けて、水稲を栽培するため、

使用貸借権を５年間設定しようとするものです。 

１３ページ。 

２６番 引き続き水稲を栽培するため、使用貸借権を２年間設定しよ

うとするものです。 

２７番 引き続き水稲を栽培するため、使用貸借権を５年間設定しよ

うとするものです。 
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議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

(専門員兼農地係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

２８番 引き続き水稲を栽培するため、賃借権を５年間設定しようと

するものです。 

以上、利用権設定・件筆数、２８件・４６筆、利用権設定総面積、６

１，１３４㎡。 

続いて、転貸の案件です。議案書１４ページをご覧ください。 

先ほど利用権設定５番で説明しました農地について、裏作として麦を

栽培するため、借受人が役員を務める農事組合法人グリーンたいきに転

貸するものです。 

以上、転貸利用権設定、１件・３筆、２，２９２㎡です。 

いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いるものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご質疑はございませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を原案のとおり決定することに、

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定することにいたしま

す。  

次に、議案第３５号「農業振興地域整備計画の変更について」を議題

といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第３５号「農業振興地域整備計画の変更について」をご説明いた

します。 

議案書１５ページ並びに別紙議案説明資料の５５ページから５９ペー

ジまでを併せてご覧ください。今回は、農用地区域からの除外１件でご

ざいます。 

１番、上須戒の土地、１，６７７㎡の案件は、申請地は山間地の急傾

斜の多い低生産農地であり、農機具の搬入等に不便を強いられるなど営

農が困難な状況にあり、また、申請人は妻と二人暮らしで高齢となり体

力も年々衰えてきているが、後継者もおらず、ほかに借受者も居ないこ

とから、山林として管理するため除外の申し出があったもので、申請地

は他の農地への影響はないものと考えられることから、除外の計画変更

をしようとするものでございます。 

除外後の農地区分は、公共施設等も近くになく、山間部の農業用機械

の乗り入れの困難な小集団の生産性の低い農地であることから、第２種

農地と判断しております。したがいまして、立地基準の代替性と一般基

準を中心にご審議をお願いいたします。 

以上、１件、１，６７７㎡です。ご審議のほど、お願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず地元委員さんより報告を

受けたいと思います。１番。 
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２３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

 

事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失礼します。 

１番案件について、調査結果をご報告申し上げます。 

場所ですが、上須戒連絡所から県道沿いに約１㎞の、県道近くにある

農地になります。 

説明資料の５５ページから５９ページをご覧ください。 

まず、立地基準である「代替性要件」につきましては、植林を目的と

されており、問題なものと考えます。 

次に、一般基準である「転用の確実性」につきましては、既に植林を

されており、違反転用に関しましては、本人も始末書を提出し大変反省

をされております。 

また、「周辺農地等への影響」につきましては、申請地の周囲は、ほ

とんど山林に囲まれておりますし、各項目につきまして適当と思われる

ことから、問題ないものと考えます。 

よって、本件は農地法第４条第２項の各号には該当しておらず、転用

許可相当として、農業振興地域整備計画の農用地区域からの除外につき

ましてはやむを得ないものと考えます。 

説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

只今、地元委員さんから報告がありましたが、何かご質疑はございま

せんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、原案のとおり農用地区域から除外す

ることにご異議ございませんか。  

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本件は原案のとおり認めることにいたします。  

次に、議案第３６号「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価について」と、関連がありますので議案第３７号「平成３

０年度の目標及びその達成に向けた活動計画について」を併せて議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

それでは、議案第３６号「平成２９年度の目標及びその達成に向けた

活動の点検・評価について」、ならびに、議案第３７号「平成３０年度

の目標及びその達成に向けた活動計画について」のご説明を申し上げま

す。 

本２案件につきましては、先月の協議事項でご説明いたしまして、何

か問題点などお気づきになった点がないか、ということで、先月２０日

ごろまでにご連絡をということでございましたけれども、何もご指摘等

ございませんでしたので、先月の資料に基づきまして、今後県を通じて

中四国農政局の方に提出をしてまいりたいと考えておるところでござい

ます。 

実際には６月に入って、県の方から資料提出が求められると思います

ので、その時点で提出をしてまいりたいと考えております。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
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議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

只今、事務局より２議案の説明がありましたが、何かご質疑はござい

ませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、この活動の点検評価についてと活動

計画については、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本件は原案のとおり承認することに決定いた

しました。  

 

以上で、本日の定例総会に提案しました議案の全ての審議が終了いた

しましたので、議事を閉じることにいたします。 



16 

  

 


